


平成１４年２月１日実施の事務監査の結果に基づく措置の公表 
 
１ 監査対象事務 
  都市公園の整備及び維持管理について 
 
２ 監査を実施した日及びその結果を市長に提出した日 

平成１４年２月１日 
 
３ 市長から措置を講じた旨の通知があった日 
  平成１６年１０月２５日 
 
４ 監査の結果及び市長の講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 
 
（１）公園内に設置されている遊具等の

施設は、安全かつ衛生的なものであ

ることが不可欠で、その管理は、生

命にも関わる重要なことである。 
遊具の安全性を確実なものにする

には、市職員のみならず地域住民や

関係業者が協力し合いながら、点検

等の管理を行うとともに、遊具の選

定基準や日常の点検の点検作業方法

などを具体的に記述されているマニ

ュアルが必要となる。 
現在、国や遊具業界などが、遊具

の安全確保のためのガイドラインを

策定中とのことであるが、これらの

動向を注視するなか、本市において

も遊具に関するマニュアル作成など

安全対策に万全を期されたい。 
 
 
（２）現地調査した公園のうち、多くの

公園で、ブランコ座板裏のボルト等

の突起や遊具支柱のコンクリート土

台が露出している危険要因を確認し

た。 
   国等における遊具の構造基準で

は、基礎固めのコンクリートは、地

上に露出しないようにすると定めら

れているので、これらの危険要因を

有する遊具を把握し、事前に危険を

回避する対策に万全を期されたい。 
 
 

 
（１）遊具の安全対策につきましては、

平成１４年３月に国において「都市

公園における遊具の安全確保に関す

る指針」を定め、平成１４年１０月

には（社）日本公園施設業協会によ

り「遊具の安全に関する規準

（案）」が示されました。 
本市においては、この「遊具の安

全に関する規準（案）」を受け、平

成１４年度に全公園の現地調査を実

施し、１６年度より「都市公園遊具

安全確保５か年事業」として規準

（案）に合わない遊具の改修を進め

ております。 
また、点検マニュアルを作成し、

点検体制を整え危険箇所の早期発

見、修繕を行い、遊具の安全対策に

努めてまいります。 
 
（２）遊具等の施設の安全対策につきま

しては、平成１６年４月に全遊具の

緊急再点検を行うとともに、職員の

巡回や管理受託者からの報告等によ

り、危険箇所を把握し、修繕や改修

に努めております。 
現在（社）日本公園施設業協会が

策定した「遊具の安全に関する規準

（案）」をもとに平成１４年度に全

公園の現地調査を実施し、１６年度

より「都市公園遊具安全確保５か年

事業」として規準（案）に合わない

遊具についてコンクリートの露出な

ど特に危険度の高いものを優先して

改修を行っております。 
 

 


